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佐倉市条例第   号 

   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例 

 佐倉市手数料条例（平成１２年佐倉市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１の１３２の項中 

「 

床面積の

合計が３

００平方

メートル

を超え２，

０００平

方メート

ル以下の

もの 

１件につき２

５，０００円 

               」を 

「 

床面積の

合計が３

００平方

メートル

を超え１，

０００平

方メート

ル以下の

もの 

１件につき１

５，０００円 

床面積の

合計が１，

０００平

方メート

ルを超え

２，０００

１件につき２

５，０００円 



平方メー

トル以下

のもの 

               」に、 

「 

延べ面積

が３００

平方メー

トルを超

え２，００

０平方メ

ートル以

下のもの 

１件につき２

５，０００円 

               」を 

「 

延べ面積

が３００

平方メー

トルを超

え１，００

０平方メ

ートル以

下のもの 

１件につき１

５，０００円 

延べ面積

が１，００

０平方メ

ートルを

超え２，０

００平方

メートル

以下のも

の 

１件につき２

５，０００円 

               」に改め、同表１３３の項中 



「 

床面積の

合計が３

００平方

メートル

を超え２，

０００平

方メート

ル以下の

もの 

１件につき１６

７，０００円 

               」を 

「 

床面積の

合計が３

００平方

メートル

を超え１，

０００平

方メート

ル以下の

もの 

１件につき１

２８，０００円 

床面積の

合計が１，

０００平

方メート

ルを超え

２，０００

平方メー

トル以下

のもの 

１件につき１

６７，０００円 

               」に、 

「 

延べ面積 １件につき３５



が３００

平方メー

トルを超

え２，００

０平方メ

ートル以

下のもの 

７，０００円 

               」を 

「 

延べ面積

が３００

平方メー

トルを超

え１，００

０平方メ

ートル以

下のもの 

１件につき２

７９，０００円 

延べ面積

が１，００

０平方メ

ートルを

超え２，０

００平方

メートル

以下のも

の 

１件につき３

５７，０００円 

               」に、 

「 

延べ面積

が３００

平方メー

トルを超

え２，００

０平方メ

１件につき１３

６，０００円 



ートル以

下のもの 

               」を 

「 

延べ面積

が３００

平方メー

トルを超

え１，００

０平方メ

ートル以

下のもの 

１件につき１

０３，０００円 

延べ面積

が１，００

０平方メ

ートルを

超え２，０

００平方

メートル

以下のも

の 

１件につき１

３６，０００円 

               」に改め、同表１３７の２の項及び１３７の３

の項を次のように改める。 

１

３

７

の

２ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第１

２条第１

項の規定

による建

築物エネ

ルギー消

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料 

工場

等 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号イに

よるもの 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき２

８，０００円 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

１件につき４万

円 



費性能適

合性判定

に対する

審査 

２，０００

平方メー

トル未満 

延べ面積

２，０００

平方メー

トル以上

５，０００

平方メー

トル未満 

１件につき９

４，０００円 

延べ面積

５，０００

平方メー

トル以上

１万平方

メートル

未満 

１件につき１４

万円 

延べ面積

１万平方

メートル

以上２５，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１７

３，０００円 

延べ面積

２５，００

０平方メ

ートル以

上 

１件につき２１

４，０００円 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき２

４，０００円 



１号ロに

よるもの 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき３

５，０００円 

延べ面積

２,０００

平方メー

トル以上

５,０００

平方メー

トル未満 

１件につき８

８，０００円 

延べ面積

５,０００

平方メー

トル以上

１万平方

メートル

未満 

１件につき１３

３，０００円 

延べ面積

１万平方

メートル

以上２５,

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１６

６，０００円 

延べ面積

２５,００

０平方メ

ートル以

上 

１件につき２０

５，０００円 

工場

等以

外 

建築物エ

ネルギー

消費性能

延べ面積

３００平

方メート

１件につき２６

５，０００円 



基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号イに

よるもの 

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき３４

２，０００円 

延べ面積

２，０００

平方メー

トル以上

５，０００

平方メー

トル未満 

１件につき４８

９，０００円 

延べ面積

５，０００

平方メー

トル以上

１万平方

メートル

未満 

１件につき６０

２，０００円 

延べ面積

１万平方

メートル

以上２５，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき７１

２，０００円 

延べ面積

２５，００

０平方メ

ートル以

１件につき８１

２，０００円 



上 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロに

よるもの 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１０

３，０００円 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき１３

６，０００円 

延べ面積

２，０００

平方メー

トル以上

５，０００

平方メー

トル未満 

１件につき２２

万円 

延べ面積

５，０００

平方メー

トル以上

１万平方

メートル

未満 

１件につき２８

７，０００円 

延べ面積

１万平方

メートル

以上２５，

０００平

方メート

１件につき３４

５，０００円 



ル未満 

延べ面積

２５，００

０平方メ

ートル以

上 

１件につき４０

５，０００円 

備考 

 １ 工場等とは、非住宅部分（建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第１１条第１項の非住宅

部分をいう。以下同じ。）の全部を工場、危険物の貯

蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若し

くは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚

物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供

する建築物をいう。 

 ２ 建築物を建築する場合の延べ面積とは、当該建築

に係る部分の床面積と審査を要する既存部分の床面

積の合計をいう。 

 ３ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建

築物エネルギー消費性能確保計画を変更する場合

は、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料に

２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

 ４ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建

築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条の規定

による軽微な変更に該当していることを証明する場

合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

に２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

１

３

７

の

３ 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律第１

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定通

工場

等 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

１件につき２

８，０００円 



３条第２

項の規定

による建

築物エネ

ルギー消

費性能適

合性判定

に対する

審査 

知手数

料 

第１項第

１号イに

よるもの 

ル未満 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき４万

円 

延べ面積

２,０００

平方メー

トル以上

５,０００

平方メー

トル未満 

１件につき９

４,０００円 

延べ面積

５,０００

平方メー

トル以上

１万平方

メートル

未満 

１件につき１４

万円 

延べ面積

１万平方

メートル

以上２５,

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１７

３,０００円 

延べ面積

２５,００

０平方メ

ートル以

上  

１件につき２１

４,０００円 

建築物エ 延べ面積 １件につき２



ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロに

よるもの 

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

４，０００円 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき３

５，０００円 

延べ面積

２,０００

平方メー

トル以上

５,０００

平方メー

トル未満 

１件につき８

８,０００円 

延べ面積

５,０００

平方メー

トル以上

１万平方

メートル

未満 

１件につき１３

３,０００円 

延べ面積

１万平方

メートル

以上２５,

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１６

６,０００円 

延べ面積

２５,００

１件につき２０

５,０００円 



０平方メ

ートル以

上 

工場

等以

外 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号イに

よるもの 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき２６

５，０００円 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき３４

２，０００円 

延べ面積

２,０００

平方メー

トル以上

５,０００

平方メー

トル未満 

１件につき４８

９,０００円 

延べ面積

５,０００

平方メー

トル以上

１万平方

メートル

未満 

１件につき６０

２,０００円 

延べ面積

１万平方

メートル

以上２５,

０００平

１件につき７１

２,０００円 



方メート

ル未満 

延べ面積

２５,００

０平方メ

ートル以

上 

１件につき８１

２,０００円 

建築物エ

ネルギー

消費性能

基準等を

定める省

令第１条

第１項第

１号ロに

よるもの 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１,

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１０

３，０００円 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき１３

６，０００円 

延べ面積

２,０００

平方メー

トル以上

５,０００

平方メー

トル未満 

１件につき２２

万円 

延べ面積

５,０００

平方メー

トル以上

１万平方

メートル

未満 

１件につき２８

７,０００円 



延べ面積

１万平方

メートル

以上２５,

０００平

方メート

ル未満 

１件につき３４

５,０００円 

延べ面積

２５,００

０平方メ

ートル以

上 

１件につき４０

５,０００円 

備考 

 １ 工場等とは、非住宅部分の全部を工場、危険物の

貯蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若

しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に

供する建築物をいう。 

 ２ 建築物を建築する場合の延べ面積とは、当該建築

に係る部分の床面積と審査を要する既存部分の床面

積の合計をいう。 

 ３ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建

築物エネルギー消費性能確保計画を変更する場合

は、建築物エネルギー消費性能適合性判定通知手数

料に２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未

満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とす

る。 

 ４ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建

築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

第１１条の規定による軽微な変更に該当しているこ

とを証明する場合は、建築物エネルギー消費性能適

合性判定通知手数料に２分の１を乗じて得た額（そ

の額に１００円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）とする。 

 別表第１の１３８の項中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に改め、「（建



築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１１条第１項の非住宅部分を

いう。以下同じ。）」を削り、「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」

に、 

「 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上２，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき２

５，０００円 

               」を 

「 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１

５，０００円 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき２

５，０００円 

               」に、 

「 

延べ面積

３００平

方メート

１件につき３４

３，０００円 



ル以上２，

０００平

方メート

ル未満 

               」を 

「 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき２

６５，０００円 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき３

４３，０００円 

               」に、 

「 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上２，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１３

６，０００円 

               」を 

「 

延べ面積

３００平

１件につき１

０３，０００円 



方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき１

３６，０００円 

               」に改め、同項備考３中「第２９条第３項」を

「第３４条第３項」に改め、同項備考４中「第３０条第２項」を「第３５条第２

項」に改め、同表１３９の項中「第３１条の」を「第３６条の」に改め、同項備

考１中「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に、「第３０条第２項」を「第

３５条第２項」に改め、同表１４０の項中「第３６条」を「第４１条」に、「第

２条第３号」を「第２条第１項第３号」に、 

「 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上２，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき２

５，０００円 

               」を 

「 

延べ面積

３００平

方メート

１件につき１

５，０００円 



ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき２

５，０００円 

               」に、 

「 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上２，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき３４

３，０００円 

               」を 

「 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき２

６５，０００円 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

１件につき３

４３，０００円 



平方メー

トル未満 

               」に、 

「 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上２，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１３

６，０００円 

               」を 

「 

延べ面積

３００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

１件につき１

０３，０００円 

延べ面積

１，０００

平方メー

トル以上

２，０００

平方メー

トル未満 

１件につき１

３６，０００円 

               」に改め、同表１４０の２の項中「第３０条第

２項」を「第３５条第２項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


